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国民健康保険加入者の医療費

受診方法をもう一度確認しましょう

後期高齢者医療の医療費

　高齢化や医療の高度化により、医療費が増え続けています。皆さんが受診の仕方を工夫するだけで医療費
の削減につながり、皆さんの家計への負担も軽減されます。
　上手な受診方法を学び適正な受診を心掛けましょう。

【問】国保年金課(古河庁舎)　℡22-5111

賢い患者になるために

出典：国保データベース (KDB) システム 出典：国保データベース (KDB) システム

①夜間や休日に受診する前に、平日の時間で受診
できないか確認しましょう
②同じ病気で複数の医療機関を受診することは、
医療費が増加するだけでなく、処方された薬の飲
み合わせによっては、体に悪影響を与えてしまう
場合があります
③かかりつけ医師やかかりつけ薬局をつくり、「お
薬手帳」を活用しましょう
④ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同等の効
能・効果を持つ医薬品であり、医療費を先発医薬
品よりも安く済ませることができます
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▲ジェネリック医薬品希望カード ( 例 )

ジェネリック医
薬品希望カード
は、市役所窓口
などで配布して
います。
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医療費を削減するためにも、

健康診査を積極的に受診して、

早期発見・早期治療に努めましょう。

市の医療費が年々増加している
わ。医療費を減らすためには
ジェネリック医薬品 ( 後発医薬
品)を使用する方法もあるのね。

毎月こんなに医療費がかかって
いたんだね。医療費を減らすた
めに受診方法をもう一度確認し
た方がいいわ。

1 カ月ごと・１人あたりの 1 カ月ごと・１人あたりの

医療費を削減するために、自身の受診方法を確認
し、見直してみませんか？

水道に関する悪質商法等にご注意を
　現在、水道課には悪質商法に関する問い合わせが多く寄せられています。不審に思うことがある場合は、
問い合わせください。
　また、これからの季節は水道管の凍結による破損の問い合わせも急増します。水道管を破損させてしまう
前に水道管保護などの対策をお願いします。

【問】水道課(三和庁舎)　℡76-1511、水道料金お客様センター(古河庁舎)　℡21-1065

　市職員や市から依頼された業者を装った電話や訪
問があり、調査費や修理代を請求されたという事案
が多く発生しています。
　市では、次のようなことは行っていませんのでご
注意ください。
・依頼のない部品交換、修理や給水管調査、清掃等
・水道メーターの有料交換
※定期交換は事前に連絡し、無料で行います。
・「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)での集金
・浄水器等の取り付けの推進、販売、あっせん

　11月・12月は「徴収強化月間」です

　これから寒い時期を迎えます。冷え込みが厳しい
時には水道管が凍ったり、さらには破裂してしまう
ことがあります。
　そうなる前に、水道管に冷気が直接当たらないよ
うな対策をお願いします。

【家庭でできる凍結防止例】
・屋外に露出している管を保温材や毛布・布きれ等
で覆い、その上をビニール等で巻く
・メーターボックスの中に毛布・布きれ・発泡スチ
ロール等を入れ、保温する

市税は納期限内に納めましょう
　市税は市民の皆さんが安心して暮らしていくための貴重な財源です。納付が遅れると財政運営に支障を来
します。また、納税義務者には、延滞金が生じる場合があります。
　大切な財源確保のため、納期限内の納付にご理解とご協力をお願いします。

【問】収納課(古河庁舎)　℡22-5111

　市は11月・12月を「徴収強化月間」としていま
す。督

と く そ く

促状
じょう

や催告書を送付しても納付しない人や、
納税相談に応じない人、納付の約束を守らない人な
どに対して滞納処分(財産の差し押さえ等)を集中的
に進めます。納め忘れのある人は、できるだけ早く
納付をお願いします。

　納税相談窓口延長のお知らせ

　通常の開庁時間のほかに、休日開庁および開庁時
間の延長を行っています。
■休日開庁
期日　11月25日(日)、12月23日(日・祝)
時間　9時～16時(12時～13時は除く)
■開庁時間延長
期日　11月26日(月)～30日(金)、
　　　12月20日(木)・21日(金)、25日(火)～27日(木)
時間　17時15分～19時30分

【共通事項】
場所　収納課(古河庁舎)
※庁舎北側入口からお入りく
ださい。

　やむを得ない事情により、市税を納期限内に納付
することが困難な人のために、納税緩和制度があり
ます。差し押さえなどの滞納処分を受ける前に、早
めに収納課にご相談ください。

　早めの相談を

悪質商法にご注意を 水道管の凍結にご注意を
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